
令和５年３月改正 

 

建築基準法による許可申請要領 

（第 85 条による仮設建築物） 

 

１．適用条項 

建築基準法第８５条第３項、第６項及び第７項 
 

２．許可申請について 

建築基準法の規定により、原則的に禁止されている事項について例外的に許可しようとするもので

あり、建築計画について、建築指導課と事前に協議を充分に行う必要がある。 
また、許可通知書交付後、確認申請の手続き中に変更が出ないよう、許可申請と並行して確認申請

の申請先と充分に協議を行うこと。 
 
３．申請図書について 

許可申請に係る申請図書は次の各号に掲げるものとし、正１部・副１部を提出するものとする。 
 

（１）許可申請書（仮設建築物等）  
□第１面～第２面（第四十四号様式） 

 
（２）委任状 

    □日付 

 
（３）許可申請理由書 

□当該計画が周辺環境上支障なしとする理由や周辺への影響及び具体的な環境対策 
□許可期間満了後撤去する旨 □事業上の理由又は公益上の必要性 

 
（４）仮設建築物の適用除外規定チェックリスト 

□適用除外を受ける条項についてチェック 

 
（５）用途地域図・付近見取図 

□姫路市 Web マップ等のもので縮尺１／２５００程度 □方位 □申請地を明示 
 

（６）配置図 
□方位 □縮尺 □敷地境界線（赤色） □建築物の位置 
□申請部分と申請以外の部分の別 □敷地に接する道路種別と幅員 

 
（７）各階平面図 

□方位 □縮尺 □間取り □各室の用途  
 

（８）面積表 
□敷地面積 □建築面積 □延べ床面積  
□用途別面積及び増築等の場合は既存部分、増築部分等の用途別面積 
（配置図、平面図に明示することも可） 

 



 

（９）２面以上の立面図・断面図 
□縮尺 □最高の高さ □最高の軒の高さ □道路及び隣接との関係 

 
（１０）現場写真 

□敷地周辺の状況が把握できるような位置 □申請地を明示 □撮影方向を配置図等に明示  
 

（１１）その他添付を必要として係員の指示する資料 
 

４．手数料 

 建築基準法第８５条第６項 ３ヶ月以内  60,000 円   

その他 120,000 円 

 建築基準法第８５条第７項       160,000 円 

 

問い合わせ先：姫路市建築指導課 指導担当 ℡（０７９）２２１－２５７９ 



条　　　項 規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定 緩和

 第１２条第１項・２項 建築物の定期報告　　定期点検（18条）

 第１２条第３項・４項 建築設備の定期報告　　定期点検（18条）

 第２１条 大規模の建築物の主要構造部

 第２２条 屋根

 第２３条 外壁

 第２４条 建築物が第２２条第１項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置

 第２５条 大規模の木造建築物等の外壁等

 第２６条 防火壁

 第２７条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物

 第３１条 便所

 第３４条第２項 非常用の昇降機

 第３５条の２ 特殊建築物等の内装

 第３５条の３ 無窓の居室等の主要構造部

 第３７条 建築材料の品質

 第４１条の２ 適用区域

 第４２条 道路の定義

 第４３条 敷地等と道路との関係

 第４３条の２ その敷地が４ｍ未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加

 第４４条 道路内の建築制限

 第４５条 私道の変更又は廃止の制限

 第４６条 壁面線の指定

 第４７条 壁面線による建築制限

 第４８条 用途地域等

 第４９条 特別用途地区

 第４９条の２ 特定用途制限地域

 第５０条 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

 第５１条 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

 第５２条 容積率

 第５３条 建蔽率

 第５３条の２ 建築物の敷地面積

 第５４条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離

 第５５条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度

 第５６条 建築物の各部分の高さ

 第５６条の２ 日影による中高層の建築物の高さの制限

 第５７条 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和

 第５７条の２ 特例容積率適用区域内における建築物の容積率の特例

 第５７条の３ 指定の取消し

 第５７条の４ 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度

 第５７条の５ 高層住居誘導地区

 第５８条 高度地区

 第５９条 高度利用地区

 第５９条の２ 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例

 第６０条 特定街区

 第６０条の２ 都市再生特別地区

 第６０条の３ 特定用途誘導地区

 第６１条 防火地域及び準防火地域内の建築物

 第６２条 屋根

 第６３条 隣地境界線に接する外壁

 第６４条 看板等の防火措置

 第６５条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置

 第６６条 第38条の準用(この節の規定及びこれに基づく命令の規定)

 第６７条 特定防災街区整備地区

 第６７条の２ 第38条の準用(前条第１項及び第２項の規定)

 第６８条 景観地区

 第６８条の２ 地区計画等の区域内における市町村の条例に基づく制限

 第６８条の３ 再開発等促進区等内の制限の緩和等

 第６８条の４ 容積率を区域の特性に応じて定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例

 第６８条の５ 建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例

 第６８条の５の２ 建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例

（NO．　１）

法

第

３

章

仮設建築物（法第85条第6項・第7項）の適用除外規定　（仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物　法第85条第6項及び第7項、令第147条第1項、告示）



条　　　項 規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定 緩和

 第６８条の５の３ 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例

 第６８条の５の４ 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例

 第６８条の５の５ 区域の特性に応じた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例

 第６８条の５の６ 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例

 第６８条の６ 地区計画等の区域内の道路の位置の指定に関する特例

 第６８条の７ 地区計画等の区域内の予定道路の指定

 第６８条の８ 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置

 第６８条の９ 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限

 令第２２条 居室の床の高さ及び防湿方法

 令第２８条 便所の採光及び換気

 令第２９条 汲み取り便所の構造

 令第３０条 特殊建築物及び特定区域の便所の構造

 令第３７条 構造部材の耐久

 令第３８条第３項 基礎（平成12年５月23日 告示第1347号 最終改正 令和元年６月２５日 告示第２０３号）

 令第４６条 構造耐力上必要な軸組等

 令第４９条 外壁内部等の防腐措置等

 令第６６条 柱の柱脚（平成12年５月31日 告示第1456号 最終改正 平成３０年９月１２日 告示第１０９８号）

 令第６７条 接合（鉄骨造）

 令第７０条 柱の防火被覆（鉄骨造）

 令第３章第８節 構造計算

 令第１１２条 防火区画

 令第１１４条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁

 令第１２８条の３の２ 制限を受ける窓その他開口部を有しない居室（特殊建築物の内装）

 令第１２８条の４ 制限を受けない特殊建築物等

 令第１２８条の５ 特殊建築物の内装

 令第１２９条の２の３ 建築設備の構造強度（屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに限る）

 令第１２９条の１３の２ 非常用の昇降機の設置を要しない建築物

 令第１２９条の１３の３ 非常用の昇降機の設置及び構造

 条例第３条 渡り廊下

 条例第４条 敷地と道路との関係

 条例第４条の２ 敷地と道路との関係（大規模建築物の敷地と道路との関係）

 条例第５条 敷地と道路との関係（興行場）

 条例第１５条 準耐火構造でない建築物の上階における制限（共同住宅又は寄宿舎）

 条例第１６条 出入口と道路との関係（共同住宅又は寄宿舎）

 条例第１７条の２ 耐火建築物等（老人福祉施設等）

 条例第１７条の３ 内装（老人福祉施設等）

 条例第１９条 敷地と道路との関係（学習塾）

 条例第２３条 敷地と道路との関係（自動車車庫等）

 条例第２４条 自動車車庫等の構造（自動車車庫等）

 条例第２５条 木造の長屋の階数制限（長屋）

 条例第２６条 出入口と道路との関係及び規模（長屋）

 条例第２７条の２ エスカレーターと他の部分との防火区画（建築設備）

※許可に際し必要な緩和項目に○印を記入して下さい。

（NO．　２）
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仮設建築物（法第85条第6項・第7項）の適用除外規定　（仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物　法第85条第6項及び第7項、令第147条第1項、告示）


